
東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、町内に住宅用地球温暖化対策設備（以下「対象設備」という

。）を設置する者に対し、予算の範囲内において東郷町住宅用地球温暖化対策設

備設置費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、東郷町補助

金等交付規則（昭和５６年東郷町規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 （対象となる設備及び事業） 

第２条 この要綱において対象設備は、別表第１に掲げる設備で、未使用のものを

いう。 

２ この要綱による補助金交付の対象となる事業（以下「対象事業」という。）は

、次のとおりとする。 

 ⑴ 太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）及び

定置用リチウムイオン蓄電システムの一体的導入（以下「一体的導入」という

。） 

 ⑵ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）の導入 

 ⑶ 家庭用燃料電池システムの導入 

 ⑷ 定置用リチウムイオン蓄電システムの導入 

 ⑸ 電気自動車等充給電設備の導入 

 ⑹ ＺＥＨ（高性能外皮等）の導入（以下「ＺＥＨの導入」という。） 

 （補助金の目的） 

第３条 補助金は、エネルギーの地産地消に対する環境意識の高揚を図るとともに

、温室効果ガスの排出を抑制する対象設備の普及促進及び地球温暖化防止の促進

を図ることを目的として交付する。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象者は、交付申請時において次の各号のいずれにも該当す

るものとする。 

 ⑴ 次のいずれかに該当する者 

  ア 自らが所有し、かつ、居住する町内の住宅（店舗等との併用住宅を除く。



 

 

   

 

）に対象設備を新たに設置する者又は自らの居住の用に供するため新築する

住宅（店舗等との併用住宅を除く。）に対象設備を設置しようとする者 

  イ 町内において自ら居住するため、建売住宅供給者から対象設備付き新築住

宅（店舗等との併用住宅を除く。）を購入しようとする者 

  ウ その他町長が特に必要と認める者 

 ⑵ 実績報告書の提出時に町内に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）により本町の住民基本台帳に記録されていること。 

 ⑶ 徴収金（東郷町税条例（昭和３８年東郷町条例第１０号）第２条第２号で

定める町税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金

、重加算金及び滞納処分費をいう。）を滞納していない者 

 ⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号

）第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団と密接

な関係を有する者でないこと。 

２ 前項第１号ア及びイに規定する住宅が集合住宅の場合は、対象設備を自己のた

めにのみに用いる者に限る。 

３ 一体的導入、家庭用燃料電池システムの導入、定置用リチウムイオン蓄電シス

テムの導入及びＺＥＨの導入に対する補助金の交付対象となる者は、前２項に定

めるもののほか、町が事業者と連携して実施するＪ－クレジット制度に基づくプ

ロジェクトに協力する意思があるものとする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対象

設備の購入及び設置に要する費用であって、別表第２に掲げる費用とする。 

２ 前項の補助対象経費は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に定める消費税及び地方消費税に相当する額を除

いた額とする。 

 （補助金額） 

第６条 補助金の額は、別表第３に掲げるとおりとする。 

２ 各対象設備の補助金の額に、１，０００円未満の端数が生じた場合は、その端

数金額を切り捨てるものとする。 



 

 

   

 

３ 複数の対象設備を同時に設置する場合は、各対象設備の補助金の額の合計とす

る。 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、町長に

補助金の交付を申請しなければならない。 

２ 補助金の交付を申請する場合には、第４条第１項第１号アに該当する者（以下

「設置者」という。）にあっては対象設備に係る設置工事の着工１４日前までに

、同号イに該当する者（以下「購入者」という。）にあっては住宅の所有権保存

登記又は所有権移転登記をする１４日前までにあらかじめ東郷町住宅用地球温暖

化対策設備設置費補助金交付申請書（様式第１。以下「交付申請書」という。）

に別表第４に掲げる書類を添付しなければならない。 

３ 第１項の規定による申請は、毎年４月１日（この日が東郷町の休日を定める条

例（平成元年東郷町条例第２７号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」

という。）に当たるときは、その日以後の最初の休日でない日）を初日として先

着順に受け付けるものとする。ただし、当該年度内に第１２条に規定する補助金

の交付額の確定ができない日程にあるものについては、これを受け付けない。 

４ 町長は、交付申請に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えたときは、申込み

を受理しないことができる。 

５ 町長は、交付申請があった場合はその内容を審査し、必要に応じて現地調査を

行い、適当と認めたときは補助金の交付を決定するものとし、東郷町住宅用地球

温暖化対策設備設置費補助金交付決定通知書（様式第２）により当該決定を受け

た申請者（以下「交付決定者」という。）に通知するものとする。 

６ 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、東郷

町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金不交付決定通知書を（様式第３）によ

り申請者に通知するものとする。 

 （補助金の交付申請の制限） 

第８条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる交付申請は、することができない。 

 ⑴ 補助金の交付を受けた者又はその者が属する世帯の者が、別表第３に掲げる

区分のうち、同じ区分に係る補助金について行う再度の交付申請 



 

 

   

 

⑵ 家庭用燃料電池システムの導入及び電気自動車等充給電設備の導入を除き、

他の対象事業と併用して行う一体的導入に係る交付申請 

⑶ 家庭用燃料電池システムの導入、定置用リチウムイオン蓄電システムの導入

及び電気自動車等充給電設備の導入を除き、他の対象事業と併用して行うＺＥ

Ｈの導入に係る交付申請 

 （対象設備数の上限） 

第９条 補助対象となる設備数の上限は次のとおりとする。 

⑴   一体的導入における家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）及び

定置用リチウムイオン蓄電システムはそれぞれ１基までとする。 

 ⑵ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）の導入は１基までとする。 

 ⑶ 家庭用燃料電池システムの導入は１基までとする。 

 ⑷ 定置用リチウムイオン蓄電システムの導入は３基までとする。ただし、一体

的導入と併せて申請する場合は２基までとする。 

 ⑸ 電気自動車等充給電設備の導入は２基までとする。 

 （計画変更の承認） 

第１０条 交付決定者は、補助金の交付申請の内容を変更するときは、あらかじめ

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金事業計画変更等承認申請書（様式

第４）にその変更内容の分かる書類を添え、町長に提出し、承認を受けなければ

ならない。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更がない場合で、交付目的

に反しない対象事業の計画の軽微な変更をするときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付申請額を増額する変更は、申請するこ

とができない。 

３ 対象設備の購入及び設置を中止する場合は、東郷町住宅用地球温暖化対策設備

設置費補助金申請取下げ申出書（様式第５）により町長に申出なければならない

。 

４ 町長は、第１項の事業計画変更等承認申請書を受理したときは、変更内容を審

査し、必要に応じて現地調査を行い、計画の変更を承認する場合は、東郷町住宅

用地球温暖化対策設備設置費補助金計画変更承認通知書（様式第６）により交付

決定者に通知するものとする。 



 

 

   

 

 （実績報告書の提出） 

第１１条 交付決定者は、対象事業が完了した日から起算して６０日以内又は補助

対象年度の３月１５日のいずれか早い日までに、東郷町住宅用地球温暖化対策設

備設置費補助金実績報告書（様式第７。以下「実績報告書」という。）に、別表

第５に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

２ 前項の対象事業が完了した日とは、次に掲げる日のうち最も遅い日とする。 

 ⑴ 電力会社との電力需給契約に係る系統連系・受給開始日（住宅用太陽光発電

システムに限る。） 

 ⑵ 対象設備の保証開始日（家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）、

定置用リチウムイオン蓄電システム、家庭用燃料電池システム及び電気自動車

等充給電設備に限る。） 

 ⑶ 対象設備の設置工事又は対象設備付き新築住宅の購入に係る支払いが完了し

た日 

 （交付額の確定） 

第１２条 町長は前条第１項の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査の

上、必要があるときは現地調査等を実施し、設置要件に適合すると認めたときは

、補助金の交付額を確定し、交付決定者に東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置

費補助金交付額確定通知書（様式第８）により通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた者（以下「補助金交付確定者」という。

）は、通知があった日から３０日以内又は補助対象年度の３月３１日のいずれか

早い日までに東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付請求書（様式第

９。以下「交付請求書」という。）を町長に提出し、町長はこの請求に基づき、

補助金を交付するものとする。 

２ 補助金交付確定者が交付請求書を前項に規定する期日までに提出しなかったと

きは、補助金を受ける権利は自動的に失効し、第１０条第３項の申出があったも

のとみなす。 

 （取得財産の管理及び処分） 

第１４条 補助金交付確定者は、補助金の交付を受けて取得した財産（以下「取得



 

 

   

 

財産」という。）を、善良な管理者の注意をもって管理し、適切な保守及び点検

の実施により発電量等の維持に努めなければならない。 

２ 補助金交付確定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定める耐用年数の期間内において、町長の承認を受けずに取

得財産を補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付け又は担保と

して提供（以下「処分」という。）をしてはならない。 

３ 補助金交付確定者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ東郷町

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金処分承認申請書（様式第１０）を町長に

提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 町長は前３項の場合において必要があると認めるときは、取得財産の管理及び

運用の状況について調査することができるものとする。 

 （補助金交付の取り消し） 

第１５条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の

交付を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

 ⑴ 虚偽の申請その他不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。 

 ⑵ 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反

したとき。 

 ⑶ 第１０条第３項の規定による交付申請の取下げの申し出があったとき。 

 ⑷ 前条第２項の承認を受けずに対象設備を処分したとき。 

 ⑸ 住宅用太陽光発電システムの法定耐用年数の期間内において余剰売電から全

量売電への変更等設備の使用条件を変更したとき。 

 ⑹ その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （補助金の返還） 

第１６条 町長は、補助金の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分

に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金交付確定者に対し期限を定

めて当該補助金の全部又は法定耐用年数を月数に換算したものからすでに使用し

た月数を減じた期間に相当する補助額（１，０００円未満の端数がある場合は、

その端数を切り捨てた額）の返還を東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助

金返還請求書（様式第１１）により請求するものとする。 



 

 

   

 

２ 前項の規定により返還の請求を受けた補助金交付確定者は、当該請求の日から

起算して３０日以内に補助金を返還しなければならない。 

３ 補助金交付確定者は、前項の期間内に返還しないときは、当該請求金額に東郷

町債権管理条例（平成２５年東郷町条例第４号）第７条第１項に規定する割合に

より計算した金額を加算して返還しなければならない。 

 （期日の特例） 

第１７条 第７条第２項に規定する交付申請書又は第１１条第１項に規定する実績

報告書の提出期限の期日が休日に当たるときは、その日後、最初に到来する休日

でない日を期限とみなす。ただし、補助対象年度の３月３１日が休日に当たる場

合は、補助対象年度の最後に到来する休日でない日をもってその期限とみなす。 

 （協力） 

第１８条 町長は、補助金交付確定者に対し、必要に応じて補助対象設備の運転状

況に関するデータの提供やその他の地球温暖化防止に必要な町の取組に協力を求

めることができる。 

２ 前項の規定により協力を求められた補助金交付確定者は、やむを得ない場合を

除き、協力するものとする。 

 （雑則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 東郷町地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付要綱（平成２９年４月１日施

行）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和４年４月１日から施行日までに着工したＺＥＨの導入については、第７条

第２項の規定に関わらず交付申請をすることができる。 

   附 則 



 

 

   

 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



 

 

   

 

別表第１（第２条関係） 

対象設備 補助要件 

住宅用太陽光発電

システム 

ア 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流

有りで連系された太陽光発電システムであること。 

イ 発電した電力について設置者がその居住する住宅で

使用する目的で設置するもので、かつ、電気事業者と

契約（余剰電力に関してするものに限る。）を締結す

るものであること。 

ウ リース品ではないこと。 

家庭用エネルギー

管理支援システム

（ＨＥＭＳ） 

ア 愛知県が実施する愛知県住宅用地球温暖化対策設備

導入促進費補助金の交付対象のもの。 

イ リース品ではないこと。 

家庭用燃料電池シ

ステム 

ア 愛知県が実施する愛知県住宅用地球温暖化対策設備

導入促進費補助金の交付対象のもの。 

イ リース品ではないこと。 

定置用リチウムイ

オン蓄電システム 

ア 愛知県が実施する愛知県住宅用地球温暖化対策設備

導入促進費補助金の交付対象のもの。 

イ リース品ではないこと。 

電気自動車等充給

電設備 

ア 愛知県が実施する愛知県住宅用地球温暖化対策設備

導入促進費補助金の交付対象のもの。 

イ リース品ではないこと。 

ＺＥＨ（高性能外

皮等） 

ア ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（外皮

の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な

設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつ

つ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネ

ルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー

消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅をいう

。））に必要な高断熱外皮、空調設備、給湯設備、換



 

 

   

 

気設備及び照明設備等の設備が設置されているもの。 

イ  国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸

建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスＺＥＨ化支

援事業）の補助対象となっているもの又は「建築物の

エネルギー消費性能の表示に関する指針（平成２８年

国土交通省告示第４８９号）」に基づく建築物省エネ

ルギー性能表示制度ＢＥＬＳの評価書において「ＺＥ

Ｈマーク」に関する事項で「ＺＥＨ」表示のあるもの

。 

ウ 集合住宅ではないこと。 

エ リース品ではないこと。 

 

別表第２（第５条関係） 

区分 補助対象経費 

住宅用太陽光発電

システム 

太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、交

流側開閉器、インバータ・保護装置、発生電力量計、余

剰電力販売用電力量計、配線・配線器具の購入及びその

設置に関する費用 

家庭用エネルギー

管理支援システム

（ＨＥＭＳ） 

データ集約機器、通信装置、制御装置、モニター装置、

計測機器、配線・配線器具の購入・据付その他対象シス

テムの購入又は設置に関する費用 

家庭用燃料電池シ

ステム 

燃料電池ユニット、貯湯ユニット、付属品（リモコン、

配管カバー、燃料電池システム試運転に係る費用等）、

配線・配線器具の購入・据付、配管・配管器具の購入又

は設置に関する費用 

定置用リチウムイ

オン蓄電池システ

ム 

リチウムイオン蓄電池と電力変換装置（インバータ、コ

ンバータ、パワーコンディショナ等）で構成されるシス

テムの購入又は設置に関する費用 



 

 

   

 

電気自動車等充給

電設備 

当該補助対象設備の購入・据付その他対象システムの購

入又は設置に関する費用 

ＺＥＨ 高性能外皮、空調設備、給湯設備、省エネルギー設備、

創エネルギーシステム（太陽光発電等の再生可能エネル

ギーを利用したシステム）、家庭用エネルギー管理支援

システム（ＨＥＭＳ）の購入又は設置に関する費用 

 

別表第３（第６条関係） 

対象事業 補助金額 

一体的導入 補助対象経費に４分の１を乗じて得た額とし、

２０万円を上限とする。 

家庭用エネルギー管理支援

システム（ＨＥＭＳ）の導

入 

補助対象経費に４分の１を乗じて得た額とし、

１万円を上限とする。 

家庭用燃料電池システムの

導入 

補助対象経費に４分の１を乗じて得た額とし、

５万円を上限とする。 

定置用リチウムイオン蓄電

システムの導入 

補助対象経費に４分の１を乗じて得た額とし、

１基当たり５万円を上限とする。 

電気自動車等充給電設備の

導入 

補助対象経費に４分の１を乗じて得た額とし、

５万円を上限とする。 

ＺＥＨの導入 補助対象経費に４分の１を乗じて得た額とし、

３０万円を上限とする。 

 

別表第４（第７条関係） 

区分 提出書類 

共通 １ 工事契約書又は売買契約書の写し 

２ 経費の内訳が明記されている書類（見積書

等の写し） 



 

 

   

 

３ 対象設備を設置する住宅の場所を示す位置  

 図 

４ 申請者と建物所有者が異なる場合は建物所

有者の同意書 

５ その他町長が必要と認める書類 

一体的導入 １ 太陽電池モジュールの型式、公称最大出力

、使用枚数等が明記されている書類 

２ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥ

ＭＳ）の型番が明記されている書類 

３ 定置用リチウムイオン蓄電池システムのパ

ッケージ型番及び蓄電容量が明記されている

書類 

家庭用エネルギー管理支援

システム（ＨＥＭＳ）の導

入 

家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ

）の型番が明記されている書類 

家庭用燃料電池システムの

導入 

燃料電池ユニット及び貯湯ユニットの型番が明

記されている書類 

定置用リチウムイオン蓄電

システムの導入 

定置用リチウムイオン蓄電池システムのパッケ

ージ型番及び蓄電容量が明記されている書類 

電気自動車等充給電設備の

導入 

対象設備の規格等が分かる書類 

ＺＥＨの導入 高断熱外皮、空調設備、給湯設備、換気設備及

び照明設備等の型番及び仕様又は規格が明記さ

れている書類 

 

別表第５（第１１条関係） 

区分 提出書類 

共通 １ 対象設備の設置工事又は購入に係る領収書



 

 

   

 

の写し 

２ 設備の設置又は購入に係る領収金額内訳書 

３ その他町長が必要と認める書類 

一体的導入 １ 電力需給契約を証する書類の写し 

２ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥ

ＭＳ）の保証書の写し（製造者名、型式、製

造番号及び保証開始日が分かるもの） 

３ 定置用リチウムイオン蓄電池システムの保

証書の写し（製造者名、型式、製造番号及び

保証開始日が分かるもの） 

４ 住宅用太陽光発電システム設置後の現況を

示す写真 

５ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥ

ＭＳ）設置後の現況を示す写真（設置状況及

びモニターが起動している状態が確認できる

もの並びに設備本体並びに設備本体に貼付さ

れている型式及び製造番号が分かるもの） 

６ 定置用リチウムイオン蓄電池システム設置

後の現況を示す写真（設置状況、設備本体並

びに設備本体に貼付されている型式及び製造

番号が分かるもの） 

家庭用エネルギー管理支援

システム（ＨＥＭＳ）の導

入 

１ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥ

ＭＳ）の保証書の写し（製造者名、型式、製

造番号及び保証開始日が分かるもの） 

２ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥ

ＭＳ）設置後の現況を示す写真（設置状況及

びモニターが起動している状態が確認できる

もの並びに設備本体並びに設備本体に貼付さ



 

 

   

 

れている型式及び製造番号が分かるもの） 

家庭用燃料電池システムの

導入 

１ 家庭用燃料電池システムの保証書の写し（

製造者名、型式、製造番号及び保証開始日が

分かるもの） 

２ 家庭用燃料電池システム設置後の現況を示

す写真（設置状況、燃料電池ユニット及び貯

湯ユニット本体並びに燃料電池ユニット及び

貯湯ユニット本体に貼付されている型式及び

製造番号が分かるもの） 

定置用リチウムイオン蓄電

システムの導入 

１ 定置用リチウムイオン蓄電池システムの保

証書の写し（製造者名、型式、製造番号及び

保証開始日が分かるもの） 

２ 定置用リチウムイオン蓄電池システム設置

後の現況を示す写真（設置状況、設備本体並

びに設備本体に貼付されている型式及び製造

番号が分かるもの） 

電気自動車等充給電設備の

導入 

１ 電気自動車等充給電設備の保証書の写し（

保証開始日が分かるもの） 

２ 電気自動車等充給電設備設置後の現況を示

す写真（設置状況、設備本体並びに設備本体

に貼付されている型式及び製造番号が分かる

もの） 

ＺＥＨの導入 １ 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハ

ウスＺＥＨ化支援事業）の補助金確定通知書

の写し又は「建築物のエネルギー消費性能の

表示に関する指針（平成２８年国土交通省告

示第４８９号）」に基づくＢＥＬＳの「ＺＥ



 

 

   

 

Ｈマーク」に関する事項で「ＺＥＨ」表示の

ある評価書の写し 

２ 電力需給契約を証する書類の写し 

３ 住宅用太陽光発電システム設置後の現況を

示す写真 

４ 高性能外皮等の設置状態を示す写真（高断

熱外皮、空調設備、給湯設備、換気設備及び

照明設備の設置状況が分かるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

様式第１（第７条関係） 

年  月  日 

 東郷町長 殿 

申請者 住  所 

    氏  名 

    電  話 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書 

 

 東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱第７条の規定に基づき、

下記のとおり補助金の交付を申請します。 

記 

１ 補助対象設備の設置を予定する住宅等の所在地等   

所 在 地  東郷町 

建築区分 

（□に✔を

記入） 

 □ 既存住宅に対象設備を設置する。…① 

 □ 対象設備付き住宅を新築する。…② 

 □ 対象設備付き新築住宅を購入する。…③ 

 ※①、②は「設置者」、③は「購入者」となります。 

工事着工予定日（設置者のみ）       年   月   日 

事業完了予定日（設置者のみ）       年   月   日 

建物登記予定日（購入者のみ）       年   月   日 

 

２ 補助金交付申請額            円（千円未満切捨て） 

 

３ 補助対象設備 

  別紙１内訳表のとおり 

 

４ 添付資料 

  別紙２交付申請添付書類のとおり 



 

 

   

 

別紙１ 補助対象設備内訳表 

 

対象事業及び設備  内     容 
交付申請予定額  

（補助上限額）  

一体的導入  

住宅用太陽光発電

システム  

太陽電池の  

公称最大出力  

 

      kw 

（小数点以下第２

位未満切捨て）  

補助対象経費×１／４  

（２０万円）  

 

         円 

 
家庭用エネルギー

管理支援システム  

（ＨＥＭＳ）  

製造者名  

（メーカー名）  

 

 

型式 
 

 

定置用リチウムイ

オン蓄電システム  

製造者名  

（メーカー名）  
 

型式 
 

 

蓄電容量  
 

 

家庭用エネルギー管理支援シス

テム（ＨＥＭＳ）の導入  

製造者名  

（メーカー名）  

 

 

補助対象経費×１／４  

（１万円）  

 

         円 
型式 

 

 

家庭用燃料電池システムの導入  

製造者名  

（メーカー名）  
 

補助対象経費×１／４  

（５万円）  

 

         円 

 

型式 
 

 

出力範囲  
      w 

～    w 

定置用リチウムイオン蓄電シス

テムの導入 

製造者名  

（メーカー名）  
 

補助対象経費×１／４  

（５万円）  

 

         円 

 

 

型式 
 

 

蓄電容量        kWh 

電気自動車等充給電設備の導入 

製造者名  

（メーカー名）  
 

補助対象経費×１／４  

（５万円）  

 

         円 
型式 

ＺＥＨの導入 
ＢＥＬＳの評価  

申請予定の有無  
 

補助対象経費×１／４  

（３０万円）  

 

         円 

補助金交付申請額  

※申請書「２補助金交付申請額」と同額  

 

         円 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

別紙２ 交付申請添付書類 

 

□ 工事契約書又は売買契約書の写し 

□ 経費の内訳が明記されている書類（見積書等の写し） 

□ 対象設備を設置する住宅の場所を示す位置図 

□ 建物所有者の同意書（申請者と建物所有者が異なる場合のみ） 

□ 太陽電池モジュールの型式、公称最大出力、使用枚数等が明記されている書類 

  （一体的導入及びＺＥＨの導入の場合のみ） 

□ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）の型番が明記されている書類 

  （一体的導入及び家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）の導入の場

合のみ） 

□ 定置用リチウムイオン蓄電池システムのパッケージ型番及び蓄電容量が明記さ

れている書類 

  （一体的導入及び定置用リチウムイオン蓄電システムの導入の場合のみ） 

□ 燃料電池ユニット及び貯湯ユニットの型番が明記されている書類 

  （家庭用燃料電池システムの導入の場合のみ） 

□ 対象設備の規格等が分かる書類 

  （電気自動車等充給電設備の導入の場合のみ） 

□ 高断熱外皮、空調設備、給湯設備、換気設備及び照明設備等の型番及び仕様又

は規格が明記されている書類 

  （ＺＥＨの導入の場合のみ） 

□ くらしカーボンニュートラルクラブ入会申込書 

  （一体的導入、家庭用燃料電池システムの導入、定置用リチウムイオン蓄電シ

ステムの導入及びＺＥＨの導入の場合） 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

様式第２（第７条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

                  東郷町長 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで交付申請のありました東郷町住宅用地球温暖化対

策設備設置費補助金につきましては、下記のとおり決定しましたので、東郷町住宅

用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱第７条第５項の規定に基づき通知しま

す。 

記 

１ 補助金交付決定額  金       円 

２ 補助金交付条件 

⑴ 補助金交付予約申請書の内容を変更される場合は、東郷町住宅用地球温暖化

対策設備設置費補助金事業計画変更等承認申請書（様式第４）を、設置を中止

される場合は、東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金申請取下げ申出

書（様式第５）を町長へ提出してください。 

⑵ 補助事業の完了の日から６０日以内又は交付決定の属する年度の３月１５日

のいずれか早い日までに、東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金実績

報告書（様式第７）を提出すること。 

⑶ その他 

 

 

 

 



 

 

   

 

様式第３（第７条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

                  東郷町長 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金不交付決定通知書 

 

     年   月   日付けで申請のありました東郷町住宅用地球温暖化対策

設備設置費補助金については、下記の理由により不交付と決定したので、東郷町

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱第７条第６項の規定により通知

します。 

記 

 理  由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

様式第４（第１０条関係） 

年  月  日 

 東郷町長 殿 

申請者 住  所 

    氏  名 

    電  話 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金事業計画変更等承認申請書 

 

     年   月   日付け    第     号で交付決定のありました補

助金について、東郷町地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付要綱第１０条第１項

の規定に基づき、次のとおり補助金交付申請内容の変更の承認を申請します。 

記 

１ 金額変更の有・無 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

３ 変更の内容 

 

 

 

 

４ 添付書類 

  別紙（変更内容の分かるもの） 

 

 



 

 

   

 

様式第５（第１０条関係） 

年  月  日 

 東郷町長 殿 

申出者 住  所 

    氏  名 

    電  話 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金申請取下げ申出書 

 

     年   月   日付け    第     号で交付決定のありました補

助金について、東郷町地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付要綱第１０条第３項

の規定に基づき、下記のとおり補助金交付申請を取り下げます。 

記 

１ 補助金申請額  金       円 

２ 取下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

様式第６（第１０条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

                  東郷町長 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金計画変更承認通知書 

 

     年   月   日付けで申請のありました、東郷町住宅用地球温暖化対

策設備設置費補助金の変更については、申請のとおり承認しましたので、東郷町

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱第１０条第４項の規定により通

知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

様式第７（第１１条関係） 

年  月  日 

 東郷町長 殿 

報告者 住  所 

    氏  名 

    電  話 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金実績報告書 

 

 対象事業を    年  月  日に完了しましたので、東郷町住宅用地球温暖

化対策設備設置費補助金交付要綱第１１条第１項の規定に基づき、次のとおり報告

します。 

 

１ 交付決定通知書番号     年  月  日付    第   号 

２ システム設置場所 東郷町 

３ 補助金交付申請額 金             円 

４ 添付書類 別紙のとおり 

私は、上記補助金交付申請の審査資料として住民票及び町税等の納付状況につ

いて、町担当職員が公簿等により確認することを承諾します。 

       年  月  日 

                住 所 

                氏 名（自署） 

 

 

 

 



 

 

   

 

別紙 実績報告添付書類 

 
□ 対象設備の設置工事又は購入に係る領収書の写し 
 
□ 設備の設置又は購入に係る領収金額内訳書 
 
□ 電力需給契約を証する書類の写し 
  （一体的導入及びＺＥＨの導入の場合のみ） 
 
□ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）の保証書の写し（製造者名、

型式、製造番号及び保証開始日が分かるもの） 
  （一体的導入及び家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）の導入の場

合のみ） 
 
□ 定置用リチウムイオン蓄電池システムの保証書の写し（製造者名、型式、製造

番号及び保証開始日が分かるもの） 
  （一体的導入及び定置用リチウムイオン蓄電システムの導入の場合のみ） 
 
□ 住宅用太陽光発電システム設置後の現況を示す写真 
  （一体的導入及びＺＥＨの導入の場合のみ） 
 
□ 家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）設置後の現況を示す写真（設

置状況及びモニターが起動している状態が確認できるもの並びに設備本体並びに
設備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かるもの） 

  （一体的導入及び家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ）の導入の場
合のみ） 

 
□ 定置用リチウムイオン蓄電池システム設置後の現況を示す写真（設置状況、設

備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かるもの） 
  （一体的導入及び定置用リチウムイオン蓄電システムの導入の場合のみ） 
 
□ 家庭用燃料電池システムの保証書の写し（製造者名、型式、製造番号及び保証

開始日が分かるもの） 
  （家庭用燃料電池システムの導入の場合のみ） 
 
□ 家庭用燃料電池システム設置後の現況を示す写真（設置状況、燃料電池ユニッ

ト及び貯湯ユニット本体並びに燃料電池ユニット及び貯湯ユニット本体に貼付さ
れている型式及び製造番号が分かるもの） 

  （家庭用燃料電池システムの導入の場合のみ） 
 
□ 電気自動車等充給電設備の保証書の写し（保証開始日が分かるもの） 
  （電気自動車等充給電設備の導入の場合のみ） 
 
□ 電気自動車等充給電設備設置後の現況を示す写真（設置状況、設備本体並びに

設備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かるもの） 
  （電気自動車等充給電設備の導入の場合のみ） 
 
□ 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウスＺＥＨ化支援事業）の補助金確定通知書の写し、または「建築物の
エネルギー消費性能の表示に関する指針（平成２８年国土交通省告示第４８９号
）」に基づくＢＥＬＳの「ＺＥＨマーク」に関する事項で「ＺＥＨ」表示のある
評価書の写し 

  （ＺＥＨの導入の場合のみ） 
 
□ 高性能外皮等の設置状態を示す写真（高断熱外皮、空調設備、給湯設備、換気

設備及び照明設備の設置状況が分かるもの） 
  （ＺＥＨの導入の場合のみ） 



 

 

   

 

様式第８（第１２条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

                  東郷町長 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付額確定通知書 

 

     年  月  日付けで実績報告のありました東郷町住宅用地球温暖化対

策設備設置費補助金について、下記のとおり補助金の額を確定しましたので東郷町

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱第１２条の規定に基づき通知しま

す。 

 

記 

 

１ 補助金確定額   金       円 

２ 補助金交付等の条件 

⑴ 対象設備をその法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって管理し、

適切な保守及び点検の実施により発電量等の維持に努めてください。 

⑵ 対象設備の法定耐用年数の期間内において当該対象設備を処分しようとする

ときは、あらかじめ東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金処分承認申

請書(様式第１０)を提出し、その承認を受けてください。 

⑶ 東郷町補助金等交付規則第１４条又は東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置

費補助金交付要綱第１４条の規定により補助金交付の取消しをした場合におい

て、当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を受けているときは、町長の

請求に応じ、交付を受けた補助金の一部又は全部を返還していただきます。 

 



 

 

   

 

様式第９（第１３条関係） 

  年  月  日 

東郷町長 殿 

請求者 住  所 

    氏  名 

    電  話 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付請求書 

 下記のとおり請求します。 

記 

金       円 

 

対
象
設
備
補
助
内
訳 

一体的導入 補助額       円 

家庭用エネルギー管理支援システム（ＨＥＭＳ

）の導入 
補助額       円 

家庭用燃料電池システムの導入 補助額       円 

定置用リチウムイオン蓄電システムの導入 補助額       円 

電気自動車等充給電設備の導入 補助額       円 

ＺＥＨの導入 補助額       円 

振 

込 

先 

金
融
機
関
名 

            銀行・農協 
 

            信用金庫・金庫 
 

     本店  

     支店  

     出張所 

口
座
番
号 

 普通 

    NO. 

 当座 

  

口
座
名
義
人 

フリガナ   

   

記入上の注意 

１ 金額の訂正はできません。書き損じた場合は新しい用紙に記入してください。 

２ 必ず、申請者本人名義の口座をご記入ください。 

３ 口座内容の確認できる書類（通帳見開きコピー等）を添付してください。 

 

 



 

 

   

 

様式第１０（第１４条関係） 

  年  月  日 

東郷町長 殿 

請求者 住  所 

    氏  名 

    電  話 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金処分承認申請書 

 

 東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱第１４条第３項の規定に

基づき、次のとおり財産処分の承認を申請します。 

記 

１ 補助対象設備の設置を予定する住宅等の所在地 

  東郷町                  

２ 補助金の交付を受けた者の氏名 

 

３ 処分の方法 

 

４ 処分の時期 

      年   月   日 

５ 処分の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

様式第１１（第１６条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

                  東郷町長 

 

東郷町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金返還請求書 

 

     年  月  日付   第   号で交付した東郷町住宅用地球温暖化対

策設備設置費補助金については、東郷町地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付要綱

第１６条第１項に基づき、下記のとおり返還請求します。 

記 

１ 返還請求金額  金       円 

２ 返還期限        年  月  日 

３ 返還請求理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


